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	 1	 �令和７年度「経営者研修」を実施！
	 2	 �第30回 沖縄県フォークリフト運転競技大会の開催
	 3	 �令和７年 第一期優秀安全運転事業所表彰／令和

7年度 沖縄県警察本部長・公益財団法人沖縄県
交通安全協会 連合会会長連名表彰

	 4	 �荷役災害防止担当者研修（陸運事業者・荷主等向け）

	 5	 �【厚生労働省】トラック運転者を使用する事業場に
対する令和６年の監督指導、送検の状況について

	 8	 �不正改造車を排除する運動
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令和７年度第30回沖縄県フォークリフト運転競技大会が８月23日（土）に九州沖縄トラック
研修会館において開催され、５事業所から一般部門に10名が参加し、学科競技、作業開始前
点検、運転競技に取り組み、日頃の運転知識と技能を競い合いました。
３競技の総合得点による結果、一般の部で呉屋 大介氏（（株）りゅうせき）が優勝し、９月27

日（土）から愛知県で開催される全国大会への出場が決まりました。
なお、入賞者は下記のとおりです。

沖縄県フォークリフト運転競技大会の開催沖縄県フォークリフト運転競技大会の開催第30回
■主催：陸上貨物運送事業労働災害防止協会沖縄県支部
■後援：沖縄労働局・陸上貨物運送事業労働災害防止協会

【一般の部上位入賞者】
順位 選 手 名 所 属 会 社
優勝 呉　屋　大　介 （株）りゅうせき八重山物流センター
２位 金　城　莉　玖 沖縄荷役サービス（株）
３位 稲　福　隆　晟 琉球物流運輸（株）

【一般の部】
優勝　呉屋 大介選手（中央）、２位 金城 莉玖選手（左）、３位 稲福 隆晟選手（右）

去る９月９日（火）から11日（木）の行程で、当協会役員及び会員事業者等（19名）による経営
者研修を実施しました。
今回は、当協会の研修会館隣接地の地域防災への有効活用と参加者の防災意識を高めること
を目的に、神戸市にある阪神・淡路大震災の実態を展示・体験する『人と未来防災センター』を
視察しました。
当該センター４階の「震災追体験フロア」では、①震災後の復興に至る街と人の直面する課題
をまとめたドラマを鑑賞、②大型映像と音響による地震破壊のすさまじさを体感、③ジオラマ
模型で再現された震災直後の街並みの展示等を見学。また、３階の「震災の記憶フロア」では、
被災住民の体験談と共に、地震直後の様子や復興過程の生活・街並みをわかりやすく解説・展
示するなど、震災の実態を疑似体験できる大変有意義な機会となりました。

令和７年度「経営者研修」を実施!令和７年度「経営者研修」を実施!

震災の記憶フロア

人と未来防災センター前での記念撮影

震災追体験フロア人と未来防災センターHPより

運転競技 作業開始前点検競技
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令和７年第一期優秀安全運転事業所表彰式（金賞・銀賞）が、６月30日（月）に沖縄県警察運転免許
センターにおいて挙行され、当協会会員事業者から金賞１事業所、銀賞４事業所の計５事業所が受
賞されました。
この表彰は、交通安全に深い理解を示し、運転免許センターが発行する運転記録証明書及び分析
資料を活用した積極的かつ適切な安全運転管理に努めるなど交通事故の防止に抜群の貢献をされた
事業所に対する表彰です。誠におめでとうございます。
今後一層の交通事故防止対策の推進を期待しております。

令和７年　第一期優秀安全運転事業所表彰
受賞おめでとうございます！！

受賞者の皆様

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
受賞者の皆様

☆金賞　　　１事業所
　•沖縄郵便逓送株式会社
　
☆銀賞　　　４事業所
　•沖縄セメント工業株式会社
　•株式会社小禄運輸
　•内外運輸株式会社
　•沖縄荷役サービス株式会社

　　 令和７年度　沖縄県警察本部長・　　　　　　　　　 
公益財団法人沖縄県交通安全協会 連合会会長連名表彰

受賞おめでとうございます！！
沖縄県警察本部長・公益財団法人沖縄県交通安全協会 連合会会長の連名表彰式が８月19日（火）、
パシフィックホテル沖縄で行われました。当協会会員事業者からは、優良安全運転管理者１名、優
良自動車運転者６名の計７名が受賞されました。
この表彰は、「事業所等において自動車の安全な運転に必要な業務を行い、交通安全推進に功績
のあった管理者」、また「交通規則を守り永年無事故の運転者で、現に自動車運転に従事し他の模範
となる運転者」に対する表彰です。誠におめでとうございます。
今後の更なる交通事故防止対策の推進を期待しております。

☆優良安全運転管理者　　１名
　•大城　直哉（株式会社小禄運輸）
　
☆優良自動車運転者　　　６名
　•仲松　弥輝　（株式会社小禄運輸）
　•新垣　忍　　（株式会社小禄運輸）
　•金城　智之　（株式会社小禄運輸）
　•玉那覇 良明（沖縄西濃運輸株式会社）
　•島尻　和信　（大栄空輸株式会社）
　•内原　繁行　（株式会社りゅうせき）
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陸運と安全衛生 №680 2025年9月（毎月1回10日発行）                          （10） 

 

【厚生労働省】 

トラック運転者を使用する事業場に対する令和６年の 
監督指導、送検の状況について 

はじめに 

厚生労働省は、全国の労働基準監督署等

が、令和6年にトラック、バス、タクシーな

どの自動車運転者を使用する事業場に対して

行った監督指導（立入調査）や送検等の状況

について取りまとめました。 
この取りまとめの中から、トラックの自動

車運転者を使用する事業場に対して行われた

監督指導や送検の状況について紹介します。 

 

１ 監督指導の状況 

 ⑴ 労働基準関係法令の主な違反内容 
※表中の（）内は、監督実施事業場数に対する違

反率。以下同じ。 

 

 

  

  

⑵ 改善基準告示の主な違反内容 

 

 

 

 

 

 

⑶ 過去3年間の監督指導状況 

 ⑷ 監督指導の事例 

監督実施事業場数 3,424 

労働基準関係法令 
違反事業場数 

2,786 

(81.4％)  

監督実施事業場数 3,424 

改善基準告示 
違反事業場数 

1,994 

(58.2％)  

  令和6年 令和5年 令和4年 

監督実施 

事業場数 
3,424  2,928 3,079 

労働基準関係 

法令違反事業場数 
2,786  2,389 2,549 

改善基準告示 

違反事業場数 
1,994 1,706 1,790 

長時間労働の削減及び改善基準告示の遵

守等を指導 

【【労労働働基基準準監監督督署署のの指指導導等等】】  

■ 長距離輸送を行っているトラック運転

者に、時間外・休日労働に関する協定

（36協定）で定めた特別延長時間を超え

る違法な時間外労働（1か月当たり最大

127時間）が認められたため、是正勧告

した。 

■ 時間外・休日労働時間数が1か月当たり

80時間を超えたトラック運転者に対し、

当該 超えた時間に関する情報を労働安全

衛生法に基づき通知していなかったた

め、是正勧告した。  

■ 改善基準告示【旧告示】※１に関し、①

勤務終了後、休息期間が継続8時間を下

回っていること、②1か月の総拘束時間が

労使協定の限度である320時間を超えてい

ること、③1日の最大拘束時間（16時間）

を超えていることが認められたため、是

正勧告した。 

■ 同一週内で日勤勤務と隔日勤務を併用

し、頻繁に勤務態様を変えている状況が

認められたため、労働者の生理的機能へ

の影響に鑑み、勤務割を見直し、一定期

間ごとに交替させるよう指導した。  

■ 長時間労働の背景に、荷主に指定され

た時間に到着しても2～3時間の待機を強

いられることが常態化しており、かつこ

れらに対する料金の上乗せを荷主に申し

出ても応じてもらえず、標準的運賃※２を

下回る料金しか支払ってもらえない状況  
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※１ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

（改善基準告示）は、令和6年4月、拘束時間等の

基準が改められました。このため、掲載した監督

指導事例においては、改正前の改善基準告示のも

のを【旧告示】、改正後のものを【新告示】と付

記しています。 

※２ 「標準的運賃」制度は、令和2年、トラック運送

事業者が自社の原価を適切に把握し、荷主との運

賃交渉を行う際の参考指標として貨物自動車運送

事業法に基づき創設されました。トラックドライ

バーの労働条件を改善し、ドライバー不足の解消

を図り、安定した輸送力を確保するため、法令を

遵守して持続的に事業を行ううえで参考となる運

賃を国が示しています。 

２ 送検状況 

 ⑴ 令和6年に全国の労働基準監督署等に

おいて、重大・悪質な労働基準関係法令

違反が認められた事案として送検した件

数は、42件でした。 

 

 

 

 ⑵ 送検事例 

  が疑われたため、労務費の適切な転嫁のた

めの価格交渉に関する指針等を周知する

とともに、中小企業庁に通報を行った。 

【【会会社社のの対対応応】】  

■ 受注件数が過大で長時間労働となって

いたため、契約解除も含めた受注量の見

直しを行い、長距離輸送のトラック運転

者の労働時間を削減させた。 

■ 日勤勤務と隔日勤務を1週間周期で交替

していくよう勤務割を見直した。  

■ 取引先との間で、長時間の荷待ちの実

態を踏まえた価格交渉に取り組み、労働

時間の削減に向けて話し合いを重ねた 

■ 上記対応の結果、トラック運転者につ

いて、1か月当たりの時間外労働が80時
間以下、総拘束時間が293時間以内にな

るなど、労働基準法違反及び改善基準告

示違反が是正された。 

➡➡ 上記対応の結果、トラック運転者につ

いて、1か月当たりの時間外労働が80時間

以下、総拘束時間が284時間以内になるな

ど、労働基準法違反及び改善基準告示違

反が是正された。  

長時間労働の削減及び労働時間の適正把

握等を指導 

【【労労働働基基準準監監督督署署のの指指導導等等】】  

■ 長距離輸送を行っているトラック運転

者に、時間外･休日労働に関する協定（36
協定）で定めた特別延長時間を超える違

法な時間外労働（1か月当たり最大128時
間）が認められたため、是正勧告した。  

■ 改善基準告示【新告示】に関し、①1月
の拘束時間が310時間を超えていること、

②勤務終了後、休息期間が継続8時間を下 

  回っていること、③1日の最大拘束時間

（16時間）を超えていること、④連続運

転時間が4時間を超えていることが認め

られたため、是正勧告した。 

■ 荷役作業時間について、デジタルタコ

グラフに「休憩」として記録し、労働時

間を適正 に把握していなかったため、休

憩時間の考え方を説明の上、乗務記録を

点検し、必要な補 正を行うとともに、正

確な労働時間を把握することについて指

導した。 

【【会会社社のの対対応応】】  

■ 週6日勤務が常態となっていたが、勤

務日数を週5日を基本として、休日を確

保するとともに、36協定の特別条項の発

動手続について、書面（協議書）により

事前に行うこととした。  

■ デジタルタコグラフを適正に入力する

よう運転者を指導し、運転者から運転日

報が提出された際に、運行管理者等が休

憩時間や積卸しの記録状況を点検するこ

ととした。 

➡➡ 上記対応の結果、トラック運転者につ

いて、1か月当たりの時間外労働が80時間

以下、 総拘束時間が協定時間以内（250
時間以内）になるなど、労働基準法違反

及び改善基準告 示違反が是正された。  

令和6年 令和5年 令和4年 

42 45 44 

違法な時間外労働を行わせた疑いで、ト

ラック事業者を送検 

【【捜捜査査経経過過】】  

■ トラック運転者の脳血管疾患に関する

労災請求がなされたことを端緒にトラッ

ク 事業者の営業所に監督指導（立入調

査）を実施した。  

■ 調査の結果、長距離輸送を行っている 
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【厚生労働省】 

トラック運転者を使用する事業場に対する令和６年の 
監督指導、送検の状況について 

はじめに 

厚生労働省は、全国の労働基準監督署等

が、令和6年にトラック、バス、タクシーな

どの自動車運転者を使用する事業場に対して

行った監督指導（立入調査）や送検等の状況

について取りまとめました。 
この取りまとめの中から、トラックの自動

車運転者を使用する事業場に対して行われた

監督指導や送検の状況について紹介します。 

 

１ 監督指導の状況 

 ⑴ 労働基準関係法令の主な違反内容 
※表中の（）内は、監督実施事業場数に対する違

反率。以下同じ。 

 

 

  

  

⑵ 改善基準告示の主な違反内容 

 

 

 

 

 

 

⑶ 過去3年間の監督指導状況 

 ⑷ 監督指導の事例 

監督実施事業場数 3,424 

労働基準関係法令 
違反事業場数 

2,786 

(81.4％)  

監督実施事業場数 3,424 

改善基準告示 
違反事業場数 

1,994 

(58.2％)  

  令和6年 令和5年 令和4年 

監督実施 

事業場数 
3,424  2,928 3,079 

労働基準関係 

法令違反事業場数 
2,786  2,389 2,549 

改善基準告示 

違反事業場数 
1,994 1,706 1,790 

長時間労働の削減及び改善基準告示の遵

守等を指導 

【【労労働働基基準準監監督督署署のの指指導導等等】】  

■ 長距離輸送を行っているトラック運転

者に、時間外・休日労働に関する協定

（36協定）で定めた特別延長時間を超え

る違法な時間外労働（1か月当たり最大

127時間）が認められたため、是正勧告

した。 

■ 時間外・休日労働時間数が1か月当たり

80時間を超えたトラック運転者に対し、

当該 超えた時間に関する情報を労働安全

衛生法に基づき通知していなかったた

め、是正勧告した。  

■ 改善基準告示【旧告示】※１に関し、①

勤務終了後、休息期間が継続8時間を下

回っていること、②1か月の総拘束時間が

労使協定の限度である320時間を超えてい

ること、③1日の最大拘束時間（16時間）

を超えていることが認められたため、是

正勧告した。 

■ 同一週内で日勤勤務と隔日勤務を併用

し、頻繁に勤務態様を変えている状況が

認められたため、労働者の生理的機能へ

の影響に鑑み、勤務割を見直し、一定期

間ごとに交替させるよう指導した。  

■ 長時間労働の背景に、荷主に指定され

た時間に到着しても2～3時間の待機を強

いられることが常態化しており、かつこ

れらに対する料金の上乗せを荷主に申し

出ても応じてもらえず、標準的運賃※２を

下回る料金しか支払ってもらえない状況  
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※１ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

（改善基準告示）は、令和6年4月、拘束時間等の

基準が改められました。このため、掲載した監督

指導事例においては、改正前の改善基準告示のも

のを【旧告示】、改正後のものを【新告示】と付

記しています。 

※２ 「標準的運賃」制度は、令和2年、トラック運送

事業者が自社の原価を適切に把握し、荷主との運

賃交渉を行う際の参考指標として貨物自動車運送

事業法に基づき創設されました。トラックドライ

バーの労働条件を改善し、ドライバー不足の解消

を図り、安定した輸送力を確保するため、法令を

遵守して持続的に事業を行ううえで参考となる運

賃を国が示しています。 

２ 送検状況 

 ⑴ 令和6年に全国の労働基準監督署等に

おいて、重大・悪質な労働基準関係法令

違反が認められた事案として送検した件

数は、42件でした。 

 

 

 

 ⑵ 送検事例 

  が疑われたため、労務費の適切な転嫁のた

めの価格交渉に関する指針等を周知する

とともに、中小企業庁に通報を行った。 

【【会会社社のの対対応応】】  

■ 受注件数が過大で長時間労働となって

いたため、契約解除も含めた受注量の見

直しを行い、長距離輸送のトラック運転

者の労働時間を削減させた。 

■ 日勤勤務と隔日勤務を1週間周期で交替

していくよう勤務割を見直した。  

■ 取引先との間で、長時間の荷待ちの実

態を踏まえた価格交渉に取り組み、労働

時間の削減に向けて話し合いを重ねた 

■ 上記対応の結果、トラック運転者につ

いて、1か月当たりの時間外労働が80時
間以下、総拘束時間が293時間以内にな

るなど、労働基準法違反及び改善基準告

示違反が是正された。 

➡➡ 上記対応の結果、トラック運転者につ

いて、1か月当たりの時間外労働が80時間

以下、総拘束時間が284時間以内になるな

ど、労働基準法違反及び改善基準告示違

反が是正された。  

長時間労働の削減及び労働時間の適正把

握等を指導 

【【労労働働基基準準監監督督署署のの指指導導等等】】  

■ 長距離輸送を行っているトラック運転

者に、時間外･休日労働に関する協定（36
協定）で定めた特別延長時間を超える違

法な時間外労働（1か月当たり最大128時
間）が認められたため、是正勧告した。  

■ 改善基準告示【新告示】に関し、①1月
の拘束時間が310時間を超えていること、

②勤務終了後、休息期間が継続8時間を下 

  回っていること、③1日の最大拘束時間

（16時間）を超えていること、④連続運

転時間が4時間を超えていることが認め

られたため、是正勧告した。 

■ 荷役作業時間について、デジタルタコ

グラフに「休憩」として記録し、労働時

間を適正 に把握していなかったため、休

憩時間の考え方を説明の上、乗務記録を

点検し、必要な補 正を行うとともに、正

確な労働時間を把握することについて指

導した。 

【【会会社社のの対対応応】】  

■ 週6日勤務が常態となっていたが、勤

務日数を週5日を基本として、休日を確

保するとともに、36協定の特別条項の発

動手続について、書面（協議書）により

事前に行うこととした。  

■ デジタルタコグラフを適正に入力する

よう運転者を指導し、運転者から運転日

報が提出された際に、運行管理者等が休

憩時間や積卸しの記録状況を点検するこ

ととした。 

➡➡ 上記対応の結果、トラック運転者につ

いて、1か月当たりの時間外労働が80時間

以下、 総拘束時間が協定時間以内（250
時間以内）になるなど、労働基準法違反

及び改善基準告 示違反が是正された。  

令和6年 令和5年 令和4年 

42 45 44 

違法な時間外労働を行わせた疑いで、ト

ラック事業者を送検 

【【捜捜査査経経過過】】  

■ トラック運転者の脳血管疾患に関する

労災請求がなされたことを端緒にトラッ

ク 事業者の営業所に監督指導（立入調

査）を実施した。  

■ 調査の結果、長距離輸送を行っている 
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３ 国土交通省との連携 

 ⑴ 地方運輸機関との相互通報 

 労働時間等の労働条件の確保・改善を

図るため、労働基準監督署等と地方運輸

機関が、その監督等の結果（改善基準告

示違反）を相互に通報しています。 

【相互通報制度の実施状況（過去3年間）】 

 ⑵ 地方運輸機関との合同監督・監査 

   自動車運転者の労働時間等の労働条件

の確保・改善を図るため、労働基準監督

署等と地方運輸機関が連携して、合同で

監督・監査を行うことにより、効果的な

指導を行っています。 

 【合同監督･監査の実施状況（過去3年間）】 

 

３ 厚生労働省の取組 

 厚生労働省では、引き続き、自動車運転者

を使用する事業場に対し、労働基準関係法令

などの周知・啓発に努めるとともに、法令違

反の疑いがある事業場に対しては監督指導を

実施し、自動車運転者の適正な労働条件の確

保に取り組んでいきます。 

 また、度重なる指導にもかかわらず法令

違反を是正しないなど重大･悪質な事案に対

しては、送検を行うなど厳正に対応してい

きます。 

 なお、令和4年12月から、トラック運転者

の長時間労働の是正のため、都道府県労働局

に「荷主特別対策チーム」を編成し、長時間

の恒常的な荷待ちを発生させないこと等につ

いて、発着荷主等に対して要請する取組を

行っています。（次URL参照） 

https://www.mhlw.go.jp/
content/11202000/001529412.pdf 

  トラック運転者（1名）に対し、時間外・ 

休日労働に関する協定（36協定）で定め

る延長時間（1か月当たり98時間、1日7
時間）を超えて違法な時間外労働を行わ

せていたことが発覚した。 

■ 当該営業所に対しては、過去に複数回

違法な時間外労働について労働基準法第

32条違反を是正勧告しており、法違反が

繰り返されている実態が認められたた

め、送検した。 

【【被被疑疑事事実実】】  

■ 事業場（法人）及び取締役について 

  36協定で定める延長時間を超えて、労

働者に時間外労働を行わせたこと。 

 [違反条文] 

 労働安全衛生法第21条違反 

トラックの荷台のシート外しの作業中、

保護帽を着用させなかった疑いで、ト

ラック事業者を送検 

【【捜捜査査経経過過】】  

■ 事業者からトラック運転者に係る労働

者死傷病報告の提出があり、法違反の疑い

があったことから監督指導を実施した。  

■ 調査の結果、最大積載量が14ｔの貨

物自動車の荷台のシート外し作業を行わ

せるにあたり、労働安全衛生法により義

務付けられた墜落時保護用の保護帽（ヘ

ルメット）を着用させるなどの措置を講

じておらず、その結果、トラック運転者

が荷台から転落して、重篤な後遺障害を

引き起こしていたため、送検した。 

【【被被疑疑事事実実】】  

■ 事業場（法人）及び実行行為者について 

  最大積載量が5ｔ以上の貨物自動車に荷

を積むために、荷台のシートを外す作業

を行わせるにあたり、墜落による危険を

防止するため、保護帽（ヘルメット）を

着用させなかったこと。 

 [違反条文] 

 労働安全衛生法第20条違反 

  労働安全衛生規則第151条の74（保護帽

の着用） 

  令和6年 令和5年 令和4年 

労働基準監督機関か

ら通報した件数 
501 545 556 

労働基準監督機関が

通報を受けた件数 
323 414 297 

令和6年 令和5年 令和4年 
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整

備
命

令
の

発
令

○
 不

正
改

造
の

実
施

者
  ６

ヵ
月

以
下

の
拘

禁
刑

 又
は

 3
0

万
円

以
下

の
罰

金

こ
の
よ
う
な
改
造
は
不
正
改
造
で
す
。

不
正
改
造
は
犯
罪
で
す！
！

基
準
不
適
合
マ
フ
ラ
ー
の
装
着
や
マ
フ
ラ
ー

の
切
断・
取
り
外
し
は
、排
気
騒
音
が
増
大
し
、

沿
道
住
民
の
生
活
環
境
を
脅
か
し
、騒
音
公
害

の
原
因
に
繋
が
り
ま
す
。

❶

運
転

者
席・

助
手

席
の

窓
ガ

ラ
ス

へ
の

着
色

フ
ィ

ル
ム

等
の

貼
付

（
貼
付
状
態
で
可
視
光
線
透
過
率
70
%
未
満
）

運
転
者
席
及
び
助
手
席
の
窓
ガ
ラ
ス
に
濃
い
色
の
着
色
フ
ィ
ル
ム
を
貼
る
こ
と

に
よ
り
、周
囲
の
状
況
が
確
認
し
に
くく
な
り
、大
変
危
険
で
す
。

❹
タ

イ
ヤ

及
び

ホ
イ

ー
ル

の
車

体（
フ

ェ
ン

ダ
ー

）
外

へ
の

は
み

出
し

適
切
な
タ
イ
ヤ
や
ホ
イ
ー
ル
を

使
用
し
な
け
れ
ば
、車
体
に
接

触
し
た
り
、ブ
レ
ー
キ
構
造
な
ど

と
干
渉
し
ま
す
。

ま
た
、車
体
か
ら
突
出
す
る
こ
と

も
あ
り
、歩
行
者
等
に
危
害
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
り
、大
変

危
険
で
す
。

❸

基
準

外
ウ

イ
ン

グ
の

取
り

付
け

車
体
か
ら
は
み
出
し
た
ウ
イ
ン
グ
は
、歩
行
者
等
に

接
触
し
、危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、大
変

危
険
で
す
。

❺

※
色
の
判
断
に
つ
い
て
は
、点
灯
状
態
を
見
て
判
断
し
ま
す
。

制
動
灯
、方
向
指
示
器
等
は
そ
れ
ぞ
れ
灯
光
の
色
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、そ
の
他

の
色
を
使
用
す
る
こ
と
は
誤
認
を
与
え
、他
の
交
通
を
阻
害
し
、事
故
を
誘
発
す

る
お
そ
れ
が
あ
り
、大
変
危
険
で
す
。

❷

速
度

抑
制

装
置（

ス
ピ

ー
ド

リ
ミ

ッ
タ

ー
）

の
解

除・
取

り
外

し

速
 度

 抑
 制

装
 置

 付

❼

Ａ

Ｂ CＡ
.

Ｂ
.

C
.荷

台
さ

し
枠

の
取

り
付

け・
燃

料
タ

ン
ク

の
増

設
突

入
防

止
装

置
の

切
断・

取
り

外
し

大
型

後
部

反
射

器
の

取
り

外
し

❻

基
準

不
適

合
マ

フ
ラ

ー
の

装
着

／
消

音
器

の
取

り
外

し
ク
リ
ア
レ
ン
ズ
等
不
適
切
な
灯
火
器
及
び
回
転
灯
等
の
取
り
付
け

灯
火

類
の

色
の

変
更

｢知
ら
な
か
っ
た
｣で
は
済
ま
さ
れ
ま
せ
ん
｡
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陸運と安全衛生 №680 2025年9月（毎月1回10日発行）                          （12） 

 

３ 国土交通省との連携 

 ⑴ 地方運輸機関との相互通報 

 労働時間等の労働条件の確保・改善を

図るため、労働基準監督署等と地方運輸

機関が、その監督等の結果（改善基準告

示違反）を相互に通報しています。 

【相互通報制度の実施状況（過去3年間）】 

 ⑵ 地方運輸機関との合同監督・監査 

   自動車運転者の労働時間等の労働条件

の確保・改善を図るため、労働基準監督

署等と地方運輸機関が連携して、合同で

監督・監査を行うことにより、効果的な

指導を行っています。 

 【合同監督･監査の実施状況（過去3年間）】 

 

３ 厚生労働省の取組 

 厚生労働省では、引き続き、自動車運転者

を使用する事業場に対し、労働基準関係法令

などの周知・啓発に努めるとともに、法令違

反の疑いがある事業場に対しては監督指導を

実施し、自動車運転者の適正な労働条件の確

保に取り組んでいきます。 

 また、度重なる指導にもかかわらず法令

違反を是正しないなど重大･悪質な事案に対

しては、送検を行うなど厳正に対応してい

きます。 

 なお、令和4年12月から、トラック運転者

の長時間労働の是正のため、都道府県労働局

に「荷主特別対策チーム」を編成し、長時間

の恒常的な荷待ちを発生させないこと等につ

いて、発着荷主等に対して要請する取組を

行っています。（次URL参照） 

https://www.mhlw.go.jp/
content/11202000/001529412.pdf 

  トラック運転者（1名）に対し、時間外・ 

休日労働に関する協定（36協定）で定め

る延長時間（1か月当たり98時間、1日7
時間）を超えて違法な時間外労働を行わ

せていたことが発覚した。 

■ 当該営業所に対しては、過去に複数回

違法な時間外労働について労働基準法第

32条違反を是正勧告しており、法違反が

繰り返されている実態が認められたた

め、送検した。 

【【被被疑疑事事実実】】  

■ 事業場（法人）及び取締役について 

  36協定で定める延長時間を超えて、労

働者に時間外労働を行わせたこと。 

 [違反条文] 

 労働安全衛生法第21条違反 

トラックの荷台のシート外しの作業中、

保護帽を着用させなかった疑いで、ト

ラック事業者を送検 

【【捜捜査査経経過過】】  

■ 事業者からトラック運転者に係る労働

者死傷病報告の提出があり、法違反の疑い

があったことから監督指導を実施した。  

■ 調査の結果、最大積載量が14ｔの貨

物自動車の荷台のシート外し作業を行わ

せるにあたり、労働安全衛生法により義

務付けられた墜落時保護用の保護帽（ヘ

ルメット）を着用させるなどの措置を講

じておらず、その結果、トラック運転者

が荷台から転落して、重篤な後遺障害を

引き起こしていたため、送検した。 

【【被被疑疑事事実実】】  

■ 事業場（法人）及び実行行為者について 

  最大積載量が5ｔ以上の貨物自動車に荷

を積むために、荷台のシートを外す作業

を行わせるにあたり、墜落による危険を

防止するため、保護帽（ヘルメット）を

着用させなかったこと。 

 [違反条文] 

 労働安全衛生法第20条違反 

  労働安全衛生規則第151条の74（保護帽

の着用） 

  令和6年 令和5年 令和4年 

労働基準監督機関か

ら通報した件数 
501 545 556 

労働基準監督機関が

通報を受けた件数 
323 414 297 

令和6年 令和5年 令和4年 

119 96 88 不
正

改
造

車
を

排
除

す
る

運
動

推
進
／
国
土
交
通
省
、不
正
改
造
防
止
推
進
協
議
会
　
後
援
／
内
閣
府
、警
察
庁
、農
林
水
産
省
、経
済
産
業
省
、環
境
省
　
協
力
／
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技
術
総
合
機
構
、軽
自
動
車
検
査
協
会

（
一
社
）日
本
自
動
車
整
備
振
興
会
連
合
会
、日
本
自
動
車
車
体
整
備
協
同
組
合
連
合
会
、全
国
自
動
車
電
装
品
整
備
商
工
組
合
連
合
会
、全
国
タ
イ
ヤ
商
工
協
同
組
合
連
合
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会
、（
一
社
）日
本
中
古
自
動
車
販
売
協
会
連

合
会
、日
本
自
動
車
輸
入
組
合
、（
一
社
）日
本
自
動
車
工
業
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
部
品
工
業
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
車
体
工
業
会
、（
公
社
）日
本
バ
ス
協
会
、（
公
社
）全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
、（
一
社
）全
国
ハ
イ
ヤ
ー
・
タ
ク
シ
ー
連
合
会
、（
一
社
）日
本
陸
送

協
会
、全
日
本
自
動
車
部
品
卸
商
協
同
組
合
、（
一
社
）日
本
自
動
車
タ
イ
ヤ
協
会
、（
一
社
）全
国
軽
自
動
車
協
会
連
合
会
、（
一
社
）全
国
自
家
用
自
動
車
協
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
連
盟
、（
一
財
）自
動
車
検
査
登
録
情
報
協
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
会
議
所
、

（
一
社
）日
本
二
輪
車
普
及
安
全
協
会
、（
一
社
）全
国
自
動
車
標
板
協
議
会
、
全
国
石
油
商
業
組
合
連
合
会
、（
一
社
）自
動
車
用
品
小
売
業
協
会
、日
本
ウ
イ
ン
ド
ウ
・
フ
ィ
ル
ム
工
業
会
、日
本
自
動
車
ス
ポ
ー
ツ
マ
フ
ラ
ー
協
会
、（
一
社
）日
本
自
動
車
用
品
・
部
品

ア
フ
タ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
振
興
会
、（
一
社
）全
国
二
輪
車
用
品
連
合
会
、全
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デ
ィ
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ゼ
ル
ポ
ン
プ
振
興
会
連
合
会
、全
国
自
動
車
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整
備
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門
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協
会
、全
国
自
動
車
短
期
大
学
協
会
、全
国
オ
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ト
バ
イ
協
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組
合
連
合
会
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会

不
正

改
造

車
を

見
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ら
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ナ
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を
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迷
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絡

先

不
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改
造

車
を
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す
る

運
動

ホ
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ム
ペ

ー
ジ

不
正
改
造
は
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罪
で
す
。

あ
な
た
の
自
己
満
足
の
た
め
に

多
く
の
人
が
迷
惑
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て
い
ま
す
。

○
 不

正
改

造
車

の
使

用
者

   
整

備
命

令
の

発
令

○
 不

正
改

造
の

実
施

者
  ６

ヵ
月

以
下

の
拘

禁
刑

 又
は

 3
0

万
円

以
下

の
罰

金

こ
の
よ
う
な
改
造
は
不
正
改
造
で
す
。

不
正
改
造
は
犯
罪
で
す！
！

基
準
不
適
合
マ
フ
ラ
ー
の
装
着
や
マ
フ
ラ
ー

の
切
断・
取
り
外
し
は
、排
気
騒
音
が
増
大
し
、

沿
道
住
民
の
生
活
環
境
を
脅
か
し
、騒
音
公
害

の
原
因
に
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が
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ま
す
。
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運
転

者
席・

助
手

席
の

窓
ガ

ラ
ス

へ
の

着
色

フ
ィ

ル
ム

等
の

貼
付

（
貼
付
状
態
で
可
視
光
線
透
過
率
70
%
未
満
）

運
転
者
席
及
び
助
手
席
の
窓
ガ
ラ
ス
に
濃
い
色
の
着
色
フ
ィ
ル
ム
を
貼
る
こ
と

に
よ
り
、周
囲
の
状
況
が
確
認
し
に
くく
な
り
、大
変
危
険
で
す
。

❹
タ

イ
ヤ

及
び

ホ
イ

ー
ル

の
車

体（
フ

ェ
ン

ダ
ー

）
外

へ
の

は
み

出
し

適
切
な
タ
イ
ヤ
や
ホ
イ
ー
ル
を

使
用
し
な
け
れ
ば
、車
体
に
接

触
し
た
り
、ブ
レ
ー
キ
構
造
な
ど

と
干
渉
し
ま
す
。

ま
た
、車
体
か
ら
突
出
す
る
こ
と

も
あ
り
、歩
行
者
等
に
危
害
を

及
ぼ
す
お
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れ
が
あ
り
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変
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で
す
。

❸
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取
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出
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た
ウ
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し
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を
加
え
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が
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る
た
め
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で
す
。

❺
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色
の
判
断
に
つ
い
て
は
、点
灯
状
態
を
見
て
判
断
し
ま
す
。

制
動
灯
、方
向
指
示
器
等
は
そ
れ
ぞ
れ
灯
光
の
色
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、そ
の
他
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を
使
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す
る
こ
と
は
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を
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え
、他
の
交
通
を
阻
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し
、事
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を
誘
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る
お
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が
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。
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❼
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台
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取
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取
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❻
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等
不
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な
灯
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器
及
び
回
転
灯
等
の
取
り
付
け
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火
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の
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の

変
更

｢知
ら
な
か
っ
た
｣で
は
済
ま
さ
れ
ま
せ
ん
｡



9 10沖縄トラック情報　2025. 10沖縄トラック情報　2025. 10

不
正
改
造
チ
ェ
ッ
ク
項
目

不
正
改
造
は
犯
罪
で
す！

○
内

燃
機

関
を

原
動

機
と

す
る

自
動

車
の

場
合

、騒
音

基
準

等
に

適
合

す
る

消
音

器
を

備
え

て
い

る
か

○
触

媒
等

が
取

り
外

さ
れ

て
い

な
い

か

消
音
器

○
運

転
席

に
シ

ー
ト

ベ
ル

ト
が

装
着

さ
れ

て
い

な
い

場
合

に
警

報
す

る
装

置（
シ

ー
ト

ベ
ル

ト
リ

マ
イ

ン
ダ

ー
）の

警
告

表
示

等
を

、機
具

を
用

い
て

不
正

に
解

除
し

て
い

な
い

か

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
リ
マ
イ
ン
ダ
ー

○
普

通
貨

物
自

動
車

の
場

合
、巻

き
込

み
防

止
装

置
を

備
え

て
い

る
か

巻
き
込
み
防
止
装
置

○
土

砂
等

を
運

搬
す

る
ダ

ン
プ

車
の

場
合

、さ
し

枠
の

取
り

付
け

が
な

い
か

○
荷

台
の

一
部

を
高

く
す

る
等

の
改

造
が

な
い

か

ダ
ン
プ（
土
砂
等
運
搬
）

○
新

規
検

査
受

検
後

に
燃

料
タ

ン
ク

を
増

設
し

て
い

な
い

か
○

容
量

が
大

幅
に

異
な

る
燃

料
タ

ン
ク

へ
変

更
し

て
い

な
い

か
 等

　（
構

造
等

変
更

検
査

の
手

続
き

が
必

要
に

な
り

ま
す

。）

二
次
架
装

○
自

動
車

の
後

面
に

突
入

防
止

装
置

を
備

え
て

い
る

か

突
入
防
止
装
置

○
貨

物
普

通
自

動
車

の
場

合
、後

部
反

射
器

を
備

え
る

ほ
か

、大
型

後
部

反
射

器
を

備
え

て
い

る
か

大
型
後
部
反
射
器

○
規

程
速

度
を

超
え

て
走

行
で

き
る

よ
う

改
造

が
さ

れ
　

て
い

な
い

か
○

速
度

抑
制

装
置

を
装

着
し

て
い

る
こ

と
を

示
す

黄
色

の
ス

テ
ッ

カ
ー

が
運

転
者

の
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や
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位
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及

び
車
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の
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面
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制
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）
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定
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外
の
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を
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か
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前

面
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飾

板
を
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し
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又
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運
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席
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び
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の
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ラ
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に
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色
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ィ
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等
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付
け
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状
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で
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可
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光

線
透

過
率

が
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満
の

も
の

は
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可
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面
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ラ
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者
席
及
び
助
手
席
の
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ガ
ラ
ス
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な
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が
な
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か
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者
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合

に
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で
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で

あ
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か

バ
ッ
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ー

○
音

量
や
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色

が
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に
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定
で
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る

か
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が
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等
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と
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の
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又
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滅
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○
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色
で

も
よ

い
。）

※
平

成
17

年
12

月
31

日
以

前
に

製
作

さ
れ

た
車

両
は

、白
色

の
ほ

か
淡

黄
色

又
は

、橙
色

で
あ

っ
て

も
、全

て
の

車
幅

灯
が

同
一

色
で

あ
れ

ば
よ

い
。

車
幅
灯

○
側

方
へ

の
翼

形
状

を
有

し
て

い
な

い
か

○
確

実
に

取
り

付
け

ら
れ

て
い

る
か

○
鋭

い
突

起
が

な
い

か
○

そ
の

付
近

の
最

外
側

、最
後

端
と

な
ら

な
い

か
 等

○
白

色
又

は
淡

黄
色

で
あ

る
か

　
○

同
時

に
3個

以
上

点
灯

し
な

い
か

前
部
霧
灯

○
赤

で
な

い
か

　
○

点
滅

し
な

い
か

○
光

度
30

0c
d以

下
で

あ
る

か

そ
の
他
の
灯
火

○
緊

急
自

動
車

等
以

外
に

赤
色

の
回

転
灯

は
取

り
付

け
て

い
な

い
か

○
道

路
維

持
作

業
用

自
動

車
以

外
に

黄
色

の
回

転
灯

は
取

り
付

け
て

い
な

い
か

回
転
灯

○
黒

煙
汚

染
度

は
　

基
準

内
で

あ
る

　
か

○
走

行
中

に
使

用
す

る
こ

と
を

目
的

　
と

す
る

デ
ィ

ス
プ

レ
イ

な
ど

を
装

　
着

し
て

い
な

い
か

禁
止
灯
火

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車

の
原
動
機

ウ
イ
ン
グ

◆ 入　　　会
事業所名／代表者名 電　話 ＦＡＸ 〒 所　在　地
八幡運送／八幡 和也 098-949-7936 901-0616 南城市玉城字前川415-3

（株）ソーデン社沖縄営業所 098-894-7611 098-894-7522 900-0003 那覇市安謝619-16

会会会 員員員 だだだ りりりよよよ

経産省資源エネルギー庁公表　小数点以下切り捨て

協 会
日 誌

１（水）	 第２回	中部支部運営委員会（居酒屋 志堅原）
１８：００～

７（火）	 過積載防止対策連絡会議（陸運事務所）
	 １４：００～１５：００
９（木）	 第４回那覇支部運営委員会（４F第２研修室）

１２：００～
１０（金）	 沖縄県産業安全衛生大会（ラグナガーデン）

１４：００～
１３（月）	 スポーツの日
１５（水）	 第３０回	全国トラック運送事業者大会（新潟

県）１３：００～　※１４日出発
１８（土）	 トラックフェスティバル（九州沖縄トラック

研修会館）
２０（月）	 九州沖縄ブロック支部事務局長会議（ホテル

ニューウエルシティ宮崎）１５：００～
２３（木）	 テールゲートリフター特別教育のインストラ

クター養成講座（沖ト協５F）１０：００～／久米
島地区安全運転講習会（具志川村農村環境改
善センター）１８：００～

２４（金）	 安全衛生管理実務担当者研修（沖ト協５F）
１３：３０～

２５（土）	 全国トラックドライバーコンテスト（～２７日）

１（土）	 免許出張試験（沖縄産業支援センター）
	 １０：００～１７：００
２（日）	 免許出張試験（沖縄産業支援センター）
	 １０：００～１４：００
３（月）	 文化の日
５（水）	 第４７回	九州地区物流政策懇談会（福岡）１５：００～

／集団健康診断（沖ト協）０８：１５～１１：００（午前
中のみ）

６（木）	「トラックの日」チャリティーゴルフ（パーム
ヒルズゴルフリゾートクラブ）

１３（木）	 第６１回	陸災防全国大会（群馬県）
１７（月）	 九ト協理事会（佐賀市）
２１（金）	 荷役災害防止担当者研修（沖ト協５F研修室）

１３：００～１７：００
２３（日）	 勤労感謝の日
２４（月）	 振替休日
２５（火）	 九州・沖縄ブロック適正化事業指導員研修会
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（株）ソーデン社沖縄営業所 098-894-7611 098-894-7522 900-0003 那覇市安謝619-16

会会会 員員員 だだだ りりりよよよ

経産省資源エネルギー庁公表　小数点以下切り捨て

協 会
日 誌

１（水）	 第２回	中部支部運営委員会（居酒屋 志堅原）
１８：００～

７（火）	 過積載防止対策連絡会議（陸運事務所）
	 １４：００～１５：００
９（木）	 第４回那覇支部運営委員会（４F第２研修室）

１２：００～
１０（金）	 沖縄県産業安全衛生大会（ラグナガーデン）

１４：００～
１３（月）	 スポーツの日
１５（水）	 第３０回	全国トラック運送事業者大会（新潟

県）１３：００～　※１４日出発
１８（土）	 トラックフェスティバル（九州沖縄トラック

研修会館）
２０（月）	 九州沖縄ブロック支部事務局長会議（ホテル

ニューウエルシティ宮崎）１５：００～
２３（木）	 テールゲートリフター特別教育のインストラ

クター養成講座（沖ト協５F）１０：００～／久米
島地区安全運転講習会（具志川村農村環境改
善センター）１８：００～

２４（金）	 安全衛生管理実務担当者研修（沖ト協５F）
１３：３０～

２５（土）	 全国トラックドライバーコンテスト（～２７日）

１（土）	 免許出張試験（沖縄産業支援センター）
	 １０：００～１７：００
２（日）	 免許出張試験（沖縄産業支援センター）
	 １０：００～１４：００
３（月）	 文化の日
５（水）	 第４７回	九州地区物流政策懇談会（福岡）１５：００～

／集団健康診断（沖ト協）０８：１５～１１：００（午前
中のみ）

６（木）	「トラックの日」チャリティーゴルフ（パーム
ヒルズゴルフリゾートクラブ）

１３（木）	 第６１回	陸災防全国大会（群馬県）
１７（月）	 九ト協理事会（佐賀市）
２１（金）	 荷役災害防止担当者研修（沖ト協５F研修室）

１３：００～１７：００
２３（日）	 勤労感謝の日
２４（月）	 振替休日
２５（火）	 九州・沖縄ブロック適正化事業指導員研修会

（長崎市）
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2025年９月８日 現在
店頭現金価格　週次調査（円税込/リットル）軽油価格推移表（全国平均・沖縄地区）
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2025年  10月行事予定 2025年  11月行事予定
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October 2025

●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶

計
画
的
な

取
得
で

実
り
あ
る

休
暇
を
！

10月は「年次有給休暇
取得促進期間」です。
10月は「年次有給休暇
取得促進期間」です。

●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

 年 次 有 給 休 暇   を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう


